
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

会社が事業活動していく上で、さまざまな税金が関係しています。今回の研修では、会社の所得に対して課

せられる法人税を中心に解説します。具体的には、会社の所得を基準に課せられる税金は、何があり、どのよ

うな方法等で計算されるのか、また、課税所得計算の基本となる収益と費用の計上における法人税の考え方、

留意事項などを解説します。 

 

 

 
 
■開催日時  令和３年１２月９日（木）午後１時３０分～４時 

■開催場所  ホテル青森 ３階 善知鳥の間 

     青森市堤町１丁目１－２３ TEL 017-775-4141 

■会  費  １，０００円（非会員は２，０００円） 

■定  員  ５０名 ＊当日は電卓をご持参ください。 

■申 込 み  下記申込書に必要事項をご記入の上、12月 3日（金） 

まで FAXにてお申し込み下さい。 

定員に達した場合のみご連絡させて頂きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

法人会税務セミナー「会社取引をめぐる税務」参加申込書 

  

 

 

事業所名 
 

 
ＴＥＬ 

 

 

所在地 
 

 
ＦＡＸ  

受講者名 
 
 

 

 

経営者・会社幹部はもちろんのこと、経理事務を担当する方も、会社をめぐる税務の全体を知ってお

くことが必要です。 

 

泉谷税理士事務所 

 代表 泉谷 博之 氏 

【講義の内容】  １ 決算と申告の関係  

法人税、法人住民税、法人事業税の計算の仕組み、確定申告、欠損金 

         ２ 収益の計上時期と原価の計算  

売上計上時期、原価計算、有価証券の譲渡等 

         ３ 資産にかかる税務  

減価償却の方法、固定資産の購入と修理、中小企業経営強化税制、グループ法人税制 

         ４ 会社経費と税務  

              交際費課税、役員給与の取扱い、試験研究費の優遇措置、貸倒損失、貸倒引当金 

公益社団法人青森法人会 

青森市橋本 2-13-5 ｸﾞﾗﾝｽｸｴｱ青森 5階 

TEL 017-775-2580  

＊新型コロナウイルス感染症対策としまして、消毒液の設
置、受講者数の制限、受講者の座席間隔を確保致します。 

■お申込いただいた皆様の情報は、当会の事業の詳細案内や事業の遂行など、当会の事業活動のためにのみ利用させていただきます。 

 （公社）青森法人会 行 （FAX 017-773-5644） 


